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改正の概要
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差異が生じる主な背景
・雇用形態の分布の違い
・継続勤務年数の差
・管理職比率の差
・育児期の短時間勤務利用状況

雇用構造の違いが賃金差異に影響する

男女間賃金差異は“制度”ではなく“構造”の問題

「男女で賃金を分けていないから、問題はない」
制度上の差別がなくても、差異が生じることがあります。

差異の有無だけでなく、その背景を把握・説明することが重要
です。



©2026 officeME

１．男女間賃金差異の算出方法等について

（１）算出の手順
（２）賃金について
（３）人員数について
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（１）算出の手順 ‐ 区分に分ける ‐

正規労働者：
期間の定めなくフルタイム勤務する労働者
非正規労働者：
パートタイム労働者（1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用され
る通常の労働者に比べて短い労働者）及び有期雇用労働者
派遣労働者：
派遣元にて算出
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（参考）
女性活躍推進法に基づく
「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項について
（法20条・省令第19条等関係）令和４年９月１５日

（２）賃金について
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①各月に人員数の変動がある場合

②短時間正社員は正規雇用労働者区分に含める。
③給与形態が時給制である等、当該企業のいわゆる「正規雇用
労働者」と待遇差がある場合でも、期間の定めがないフルタイ
ム労働者であれば、「正規雇用労働者」に区分する。

（３）人員数について
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２．男女間賃金差異の情報公表について
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女性の活躍推進企業データベースで公表する場合
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（注釈・説明）
・女性新卒採用を強化した結果、若年層の女性社員が増加
・平均賃金に構造的影響が生じている
・今後は育成・登用を強化し、構造的改善を図る。

① 女性新卒採用を強化した結果、差異が拡大したケース
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（注釈・説明）
・育児期の短時間勤務利用者の約8割が女性
・短時間勤務利用者を除外せず算定
＊時間換算賃金も参考値として併記（〇％）
・柔軟な働き方を維持しつつ管理職登用を推進

② 短時間勤務利用が女性に偏在しているケース
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（注釈・説明）
・差異の主因は管理職比率の差
・昇格候補者育成プログラム実施中
・非正規労働者の正社員転換、リーダー職登用実施中
・時系列で改善状況を開示予定

行動計画の目標値を記載など

③ 管理職比率が低いことが主因であるケース



① 算定方法の一貫性
・男女で異なる算出方法を用いない
・初回公表以降、算定方法を統一する
・変更する場合は、その理由を明示する
→ 数値の大小よりも「透明性」が重要

② 補足説明の活用・特殊事情は説明欄で追加情報として開
示・数値と背景の双方を示すことで公表の妥当性を確保

まとめ ‐ 適切な情報公表のための留意事項 ‐
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差異を小さく見せる”ことではなく、その背景（管理職比率
の差など）を正しく公表することが、結果として『課題を
把握している誠実な企業』という採用ブランディングにつ
ながります。



ご清聴ありがとうございました。
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